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(事務連絡)  

26年� 5丹凶器

地域前科医師会金長蹟

一般社間治人持家)11路歯科監部合医牒管理妥委員会

説斑新酪掲載書記事について

ますますご清栄のこととお喜び申し上げますω

日明より本会iとは格別なるご協力安贈り露く御:fL取し上可主ず。

さて、平成� 26年� 5月� 18日(引の読売新聞朝刊において『甜詰[1る機織� 7寄IJ使い部しJと

いう見出しの記事が掲載容れました。内容は、夕、� ι守ンヘッド貯誠菌についての調査(¥頭立

感染舵研究所なrの研究瑳)により、「患者ごとに必ず史換jが� 34%、f交境せずjが

「時々交換Jが� 11%、「感染症患者に使用したとき交換j は� 35慌であり、結果滅菌されず

に密むれているのは部%としヴ結果に言及するものでした。

そとで、公益社団法人時本歯科院掛金で辻、自lJ紙のどおり平成� 26年� 5 J::j19 S付にて

早愈ι対粛をたてる準舗を行っている百組知がございましたので、取り悲ぎお知らせい

し主すα

京た、ヌド余では、平成年� 9月に� r，ト規模な螺j京詣科診療所用盟事実常会管理指針、匡

療安全誉理マニュアノレ~指針.~各種'9'.::::.ュアノレjを作成+記者し、また神鋼欝界季報冬母� 

20，2011 (平成年2月発行)において、� f患者花見える院内感地予防iこ敢り組もう

科診:療における院内感動予防� 15明器を掲載して!高知を行っておちますり

つきましては、持{-tの流れと現在の限療環境の背景を踏まえて、それぞれの語科診探]i)f

の規棋、機誌にjおむて院内感路対粛に取ち� 1ただきますようお願いいたしますり
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⑧
 
 平成 2oif三5月 19日

都道府県歯科医師会御中

公益社団法人 目木歯科医師会

常務理事瀬古口精良

読売新聞掲載記事について

平素~'Ì、本会会務連常に格段のご協力を賜り、厚く榔札を申し上げますm

さて、平成 26年 5月 18日(日曜日)の読売新聞朝刊において f歯削る機

器 7害IJ使い回しj という見出しの記事が掲載され京した。内容は、「タービンヘ

ッドの滅荊についての調査(国立感染症研究所などの研究班)により、「患者ご

とに必ず交換Jが 34柏、 f交換せずj が)， 7%、f時々交換Jが 14 r持、 f感染

症患者に{吏用したとき交換Jは 35%であり、結果誠菌されずに使われている

のは 66ラらという結果に言及するものでしたり

主ず、第ーに当該デhーグがどのような調査によるものか、学会と協力の上精

査する必要があると考えており主す。

主た、本会は、従来から学会と協力の上、たびたび指針等を作成・配布して

おります。ご承知のように、ターピンヘッ戸の滅菌は、抜歯卸子やキ江レット、

根管治療用ファイノレ等と異なり、直接血被等に接触するものではありませんが、

それを根拠に滅菌の簡便イじを容認できない状況にもあります。その一方で患者

どどに滅菌交換している歯科医師が 34%存在する点を考慮.し，た対応の立、要が

あると考えております。

さらに、記事の「使い回しj という表現はミヘッドが一回ごとに捨てる器具

ではない以上、適切なものではありませんので、当該記事を書いた記者と何ら

かの意見交換をする必、要があると考えております。

かさねて、会員からも本会宛にお問い合わせを頂いており、早急に対策をた

てる準備をしていることをど理解いただき、お伝え]頁きたくとり章、ぎお願い申

し上げます口


